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 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３５条の規定に基づ

き、嶺南広域行政組合職員（以下「職員」という。）の職務に専念する義務の特例につい

て必要な事項を定めるものとする。 

 （特例） 

第２条 職員の職務に専念する義務の特例については、管理者の属する市町の職員の例に

よる。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成１８年３月３１日条例第１号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

１ 第２条の規定にかかわらず、平成２８年３月３１日までの間、敦賀市職員の例

によるものとする。 

   附 則 

 この条例は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の附則第１項の規定は、

平成２７年４月３０日から適用する。 

 

 


